
公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、
場所、期間及び種

別

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
一般競争入札・指
名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率 備考
契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

公益法人の場合

様式２－１

該当無し



公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

広島検疫所専有部分
における照明器具取
替工事

支出負担行為担当官
広島検疫所総務課長
諸井　靖之
広島検疫所
広島市南区宇品海岸
3-10-17

令和7年6月18日

蔵田ファイリング株式
会社
広島県広島市中区鶴
見町２－２１

会計法第２９条
の３第５項
予算決算及び会
計令第９９条２号

2,600,180 2,600,180 100.00% 0

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

備考
再就職の役員

の数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、
場所、期間及び種

別

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及

び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率

随意契約によ
ることとした会
計法令の根拠
条文及び理由
（企画競争又は

公募）

公益法人の場合契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

様式２－２



公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

令和７年度広島検疫所ト
ナーカートリッジ等の購入
（単価契約）

支出負担行為担当官
広島検疫所総務課長
諸井　靖之
広島検疫所
広島県広島市南区宇品海岸
3-10-17

令和7年4月1日

株式会社フジビジネス
広島
広島県広島市南区東
荒神町３番３１号

一般競争入札 4,872,285 4,176,489 85.72%
応札３者
単価契約

＠1０,７９７、他

複合機３台の賃貸借（広
島検疫所岡山空港出張
所、広島検疫所徳山下
松・岩国出張所及び広島
検疫所坂出出張所）

支出負担行為担当官
広島検疫所総務課長
諸井　靖之
広島検疫所
広島県広島市南区宇品海岸
3-10-17

令和7年4月1日

アンザイ株式会社
広島県広島市西区楠
木町三丁目１０番１５
号

一般競争入札
2,811,600

（月額46,860）
1,438,800

（月額23,980）
51.17% 応札１者

令和７年度高松空港出張
所業務用自動車１台の購
入一式

支出負担行為担当官
広島検疫所総務課長
諸井　靖之
広島検疫所
広島県広島市南区宇品海岸
3-10-17

令和7年6月30日

日産プリンス香川販
売株式会社
香川県善通寺市生野
町１０３７番地

一般競争入札
(総合評価)

4,911,481 4,290,466 87.36% 応札３者

令和７年度広島検疫所業
務用自動車２台の交換購
入一式

支出負担行為担当官
広島検疫所総務課長
諸井　靖之
広島検疫所
広島県広島市南区宇品海岸
3-10-17

令和7年8月29日

香川トヨタ自動車株式
会社
香川県高松市番町二
丁目5番14号

一般競争入札
(総合評価)

5,861,560 5,141,400 87.71% 応札２者

広島検疫所広島空港検
疫所支所バイオメディカ
ルフリーザー等の調達一
式

支出負担行為担当官
広島検疫所総務課長
諸井　靖之
広島検疫所
広島県広島市南区宇品海岸
3-10-17

令和7年12月17日
山本薬品株式会社
広島市中区紙屋町２
丁目２番２６号

一般競争入札 3,356,430 3,050,850 90.90% 応札２者

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名

称及び所在地
契約を締結した日

一般競争入札・指
名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

様式２－３



公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

高松空港国際線ターミナルビル一部の
賃貸借

支出負担行為担当官
広島検疫所総務課長
諸井　靖之
広島検疫所
広島県広島市南区宇品
海岸
3-10-17

令和7年4月1日
高松空港株式会社
香川県高松市香南町岡
1312－7

会計法第29条の3第4項
予算決算及び会計令第
102条の4第3号（検疫業
務に必要な事務所等を
高松空港国際線ターミ
ナルビル以外の場所に
設置することができない
ため）

4,028,220 4,028,220 100.00% 0

松山空港国際線ターミナルビル一部の
賃貸借

支出負担行為担当官
広島検疫所総務課長
諸井　靖之
広島検疫所
広島県広島市南区宇品
海岸
3-10-17

令和7年4月1日
松山空港ビル株式会社
愛媛県松山市南吉田町
2731

会計法第29条の3第4項
予算決算及び会計令第
102条の4第3号（検疫業
務に必要な事務所等を
松山空港国際線ターミ
ナルビル以外の場所に
設置することができない
ため）

7,041,072 7,041,072 100.00% 0

境夢みなとターミナル一部の賃貸借

支出負担行為担当官
広島検疫所総務課長
諸井　靖之
広島検疫所
広島県広島市南区宇品
海岸
3-10-17

令和7年4月1日

みなとみらい共同企業
体　株式会社オーク
鳥取県境港市竹内団地
２０８番地３

会計法第29条の3第4項
予算決算及び会計令第
102条の4第3号（検疫業
務に必要な事務所等を
境夢みなとターミナル以
外の場所に設置するこ
とができないため）

1,509,120 1,509,120 100.00% 0

令和７年度高知空港国際線旅客検疫対
応にかかる宿泊契約（単価契約）

支出負担行為担当官
広島検疫所総務課長
諸井　靖之
広島検疫所
広島県広島市南区宇品
海岸
3-10-17

令和7年4月1日

高知県市町村職員共済
組合
高知県高知市本町５丁
目３番２０号

会計法第29条の3第5項
予算決算及び会計令第
99条の2（不落随契）

1,591,920 1,437,480 90.30% 0
入札応札者０にか
かる不落随契

広島検疫所検査機器保守点検業務

支出負担行為担当官
広島検疫所総務課長
諸井　靖之
広島検疫所
広島県広島市南区宇品
海岸
3-10-17

令和8年1月15日

ティーエスアルフレッサ
株式会社
広島県広島市西区商工
センター１丁目２番１９
号

会計法第29条の3第4項
予算決算及び会計令第
102条の4第3号（公募）
本業務は多岐にわたる
特殊な検査機器を全て
点検・保守する業務で
ある。本業務の実施を
希望する旨の有無を確
認する目的で、公募を
実施した。
公募を実施した結果１
者の応募があったた
め、左記業者と契約を
締結する。

5,724,400 5,665,000 98.96% 0

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
再就職の役員の

数

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由
（企画競争又は公

募）

公益法人の場合
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

様式２－４



令和３年度以降における厚生労働省統
合ネットワーク回線・機器に係る供給（設
計・構築、テスト、導入、運用、保守等）
業務一式（広島検疫所徳島空港出張所
（仮）

支出負担行為担当官
広島検疫所総務課長
諸井　靖之
広島検疫所
広島県広島市南区宇品
海岸
3-10-17

令和8年2月19日

ＮＴＴドコモビジネス株式
会社
東京都千代田区大手町
二丁目３番１号

会計法第29条の3第4項
予算決算及び会計令第
102条の4第3号
本業務は厚生労働省が
整備する情報システム
のネットワーク基盤にか
かる供給業務一式であ
り、ネットワーク全体を
一体的・一元的に運用・
管理しているのが左記
業者であるため、左記
業者と契約を締結す
る。

3,648,700 3,648,700 100.00% 0

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


